
収入基準表

　認定所得額（※１）が収入基準表に記載する額を超えない方が奨学生の資格該当者となります。

※１　認定所得額とは、所得金額（収入から必要経費を差し引いた額）から、特別控除額を差し引いた額です。

　　所得金額の算出方法

　　①　給与の場合：給与収入から下表「給与所得の場合における控除額」を差し引いた額

　　②　給与以外（※２）の場合：所得証明書の所得金額

　　①と②両方ある場合はそれぞれの所得を合算します。ただし、②がマイナスの場合は０円とします。

※２　遺族年金などの非課税収入（所得）は、算定に含めません。

（例）

・給与収入（源泉徴収票の支払金額）が７５０万円

・給与所得控除後の所得金額３５１万円（下表参照７５０－（７５０×０．３＋１７４））

・世帯構成：４人　奨学生（私立大学自宅通学）・父・母・弟（私立高校自宅通学）

・特別控除額：Ａ　世帯を対象とする控除（私立高校自宅通学：８８万円）

　　　　　　　Ｂ　本人を対象とする控除（私立大学自宅通学：１３０万円）

・認定所得額：３５１万円－８８万円－１３０万円＝１３３万円

給与所得の場合における控除額

備考　万円未満は、四捨五入してください。

（高等学校・専修学校高等課程） （大学・専修学校専門課程）

１　人 １　人

世 ２　人 世 ２　人

帯 ３　人 帯 ３　人

人 ４　人 人 ４　人

員 ５　人 員 ５　人

６　人 ６　人

７　人 ７　人

年間収入金額 控除額

４００万円以下の場合 年間収入金額×０．２＋２１４万円

　　　（ただし、収入金額が２６８万円未満の控除額は、収入金額と同額である。）

４００万円を超え７８１万円以下の場合 年間収入金額×０．３＋１７４万円

７８１万円を超える場合 ４０８万円

収入基準表

区分 収入基準額 区分 収入基準額

１２４万円 １６７万円

１９８万円 ２３８万円

２２８万円 ２５５万円

２４８万円 ２７５万円

２６６万円 ２８７万円

２８１万円 ３００万円

２９６万円 ３１５万円

・大学で、世帯人員が４人の場合の収入基準額表の上限は２７５万であるため、この場合は資格該当者
となります。

世帯人員が７人を超える場合は、１人増すご
とに１４万円をそれぞれ世帯人員７人の収入
基準額に加算する。

世帯人員が７人を超える場合は、１人増すご
とに１５万円をそれぞれ世帯人員７人の収入
基準額に加算する。

詳細については、廿日市市教育委員会　教育総務課にお問い合わせください。
ＴＥＬ　０８２９－３０－９２００



区分

99万円

31万円

46万円

自宅通学 自宅外通学

国・公立 39万円 69万円

私　　立 88万円 118万円

国・公立 41万円 71万円

私　　立 88万円 117万円

国・公立 74万円 121万円

私　　立 133万円 180万円

国・公立 39万円 69万円

私　　立 88万円 118万円

国・公立 36万円 81万円

私　　立 102万円 147万円

99万円

自宅通学 39万円

自宅外通学 69万円

自宅通学 88万円

自宅外通学 118万円

自宅通学 41万円

自宅外通学 71万円

自宅通学 88万円

自宅外通学 117万円

自宅通学 77万円

自宅外通学 124万円

自宅通学 130万円

自宅外通学 177万円

自宅通学 39万円

自宅外通学 69万円

自宅通学 88万円

自宅外通学 118万円

自宅通学 36万円

自宅外通学 81万円

自宅通学 112万円

自宅外通学 157万円
備考　　１　Ａ欄の「(2)就学者のいる世帯であること。」による控除は、申込者を除く世帯員を対象とする。
　　　　　２　Ａ欄の控除については、該当する特別の事情が二つ以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除することができる。
　　　　　　

特別の事情 特別控除額

（１）母子・父子世帯であること。

（２）就学者のいる世帯であること。 小学校

　　(児童・生徒・学生1人につき） 中学校

（３）障がいのある人のいる世帯であること。 障がいのある人1人につき

（４）長期に療養を要する人のいる世帯であること。 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額

（５）主たる家計支持者が別居している世帯であること。 別居のため特別に支出している年間金額。ただし、71万円を限度とする。

（６）火災、風水害又は盗難等の被害を受けた世帯であるこ
と。

日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生
産手段(田・畑・店舗等）に被害があって、将来長期にわたって、支出増又
は収入減になると認められる年間金額

別表１　特別控除額表
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